
渋谷区居住支援協議会運営要綱 

令和５年１月２５日 制  定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成

１９年法律第１１２号）第５１条の規定に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者

及び子どもを養育している者その他住宅の確保に特に配慮を要する者（以下「住宅確保要

配慮者」という。）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議

するため、渋谷区居住支援協議会（以下「協議会」という。）を設置し、組織及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議等を行う。 

（１）住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進施策に関すること。 

（２）関係機関の連携に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる委員で組織する。 

（１）学識経験者及び有識者 ３人以内 

（２）不動産団体 ３人以内 

（３）福祉団体 ４人以内 

（４）居住支援法人 ４人以内 

（５）区職員 １２人以内 

（６）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた者 

２ 協議会に、特定の事項の協議等を行うため必要があると認めるときは、臨時委員若干

名を置くことができる。 

３ 前項の臨時委員は、区長が必要と認める者とする。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、令和５年２月１３日から令和７年３月３１日までとする。ただし、

委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の任期の更新は２年以内とし、再任を妨げない。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
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３ 副会長は、委員のうちから、会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 

（代理） 

第６条 委員及び臨時委員（以下「委員等」という。）が事故のため出席できないときは、

当該委員等を代理する者が協議会に出席することができる。 

２ 前項の規定により代理することができる者は、委員にあっては、協議会委員名簿に定め

る当該委員の所属する機関における者で当該委員があらかじめ指名するものとし、臨時

委員にあっては、当該臨時委員があらかじめ指名するものとする。 

 

（会議） 

第７条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席を求めることができる。 

４ 協議会を招集できない事情がある場合において、会長が特に必要と認めるときは、協議

会の開催に代えて書面による協議等によることができる。 

 

（部会） 

第８条 協議会は、必要があると認めるときは、特定事項について協議を行うため、専門部

会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する者をもって構成する。 

３ 部会を招集できない事情がある場合において、会長が特に必要と認めるときは、部会の

開催に代えて書面による協議等によることができる。 

４ 部会は、協議等を行った事項について、協議会に報告しなければならない。 

 

（会議の公開）  

第９条 会議は、公開する。 

２ 第７条第４項及び前条第３項の規定により、協議会及び部会の開催を書面による協議

等に代えた場合は、配付資料、委員及び関係者からの書面による意見等を速やかに公開す

るものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、会長は協議会又は部会の全て

又は一部を非公開とすることができる。 

 

（報償費） 

第１０条 委員等（関係行政機関の者を除く。）、第６条第１項の規定により代理出席した者



及び第７条第３項の規定により会長が出席を求めた関係者（以下「委員及び関係者」とい

う。）の報償費は、協議会又は部会の開催ごとに支払うものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１１条 委員及び関係者は、協議会及び部会で取り扱う個人情報を適切に取り扱わなけ

ればならない。 

 

（事務局） 

第１２条 協議会の事務局は、都市整備部住宅政策課に置く。 

 

（委任） 

第１３条 この要綱の実施に関し必要な事務手続及び文書の様式については、都市整備部

長が別に定める。 

 

附 則（令和５年１月２５日区長決裁） 

この要綱は、令和５年２月１３日から施行する。 


